




































































































































































 

・  ツアーが始まっていきなりここに来たわけではなく、巡回ルートの 1 つだった

・  左の写真の奥にいる男性が Environmental Officer で、この船での廃棄物処理に関して説明をしてくれ

た。この方の担当業務は、船内の環境コンプライアンス維持と乗組員教育で、私の聞き間違いでなければ元

エンジニアのようである。 

・  なお、右側の写真が今回特にお見せしたかった写真。船員の担当業務は記号と階級の線の間に塗られた

色で示すようになっていて、例えばこの船の航海士は日本郵船と同じようなダイヤモンドオフィサー、機関士

はプロペラ、といった感じで、この Environmental Officer は何とリサイクルマークだった。「面白いから写真

撮らせて」と言うと、こんなのが面白いのかという感じだったが写真を撮らせてくれた。 
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・  廃棄物処理区画は、船内のごみが集まってくる場所になっている。 

・  クルーズ船なのでビールは缶も瓶もあるし、ワインもある。そのようなものは粉砕等をして保管。 

・  見てわかると思うが、見学者が来るという事を差し引いてもかなり綺麗に清掃されており、見学した時には

びっくりした。匂いもほぼなかったと記憶。 

・  保管する廃棄物専用の冷蔵庫があり、匂いの発生を抑制している。 
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・  今回の見学範囲には汚水や Gray Water の処理施設、食物くずの粉砕機やビルジ等については見ること

はできなかったが、おそらくマニュアル化されていて、各航海毎に発着港・寄港地の状況を元に適切に処分

方法が設定され、場合によってはマニュアルの例外申請等を行う手続き、メソドロジーも定められているもの

と思われる。 

・  ここには示していないが、別の場所に航海毎の取り決めが一覧になっていた。 
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・ ちょっと面白かったのが、機関制御室に MEPC 決議の文書が掲示されていた事。この文書は、EGCS のガ

イドラインで、排気の硫黄分が何 ppm なら燃料硫黄分が何%相当になるかの表である。見た瞬間「あ、この

文書見たことある！」と思った。

・ IMO の文書が本船に貼られているのは、CLIA というクルーズ船会社が加盟している組織が IMO のオブ

ザーバなのでそこ経由で流れていっているか、締約国である米国経由で流れていっているのかと思った。

・ ちなみに、本船にはバルチラの EGCS が搭載されているらしい。
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・  ここからは参考となるような船橋・機関制御室等の写真を並べている。 

・  例えば、左上の写真は船橋入口の写真で、右側に信号機のようなものがあるのが見える。航海状況や機

関状況によって、立入や連絡を制限するような場合には信号のレベルが上がるようである。 

・  真ん中の下の写真は、本船のウイングにあるアジポッドとバウスラスターの操作部分。本船はバウスラスタ

ーが 4 基搭載されていて、向かって左のハンドルで例えばタグボート 8 隻分の横向き水流が出ると考えると、

なかなか凄い。 

・  右下の写真だが、船橋後部には緊急時マニュアルが色々置かれていた。 
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・  このページは機関制御室等。 

・  水密区画や火災区画がかなり細かく分かれていて、パネルも凄い事になっている。 

・  この船はアジポッドなので完全な電気船、発電機は容量の違う 2 種類の原動機が 2 セット、右舷と左舷の

系統で制御されているようであった。 

・  下中央の写真、乗組員専用区画だが、ドラッグ禁止の看板と、黄色い看板が設置されていた。黄色い方

は「お客様はお客様の区画にお帰り下さい。乗組員でお客様をここに連れてきた者は退船措置の対象とな

る」と書かれている。 

・  デッキ 2 が基本的に乗組員用の船首尾まで行き来できる通路となっていて、アメリカの高速道路の名前を

とって「I-95」と呼ばれている。それより下のデッキは基本的に水密戸が閉じられており、張り紙で「この水密

戸を指示なく自己の安全上の理由以外で開けた者は退船措置の対象となる」と書かれている。 
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・  カジュアル船なので家族で乗る事が多いと思うが、疲れて部屋に帰ってきたお父さんのために大変マニア

ックな船内テレビ番組が用意されていた。左上と中央上は本船 Ovation of the Seas の建造時の紹介、右上

はマイクロバブルを使った抵抗低減装置の紹介、左下は 2020 年までに温室効果ガスを当社は 35%削減し

ますという紹介。中央下と右下は厨房にあった電気使用量のモニターで、不要な電気を使用しないようにな

っていた。 
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・  こちらは Oasis of the Seas の方。

・  中央下の写真が Ovation では見ることができなかった、船橋すぐ後ろにあるシチュエーションルーム。特

にこの航海では大型ハリケーンが大西洋上を進んでおり、船長は夕方の船内テレビ番組で逐次ハリケーン

の航海への影響について説明をしていた。 
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・  Oasis の機関制御室。

・  アジポッドについて模型を使って時間をかけて説明してくれた。 
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む す び

 近年、IMO（国際海事機関）で審議が行われている新条約・規則の策定や既存規則の改正作業

等、海洋汚染防止に係る国際的動向はめまぐるしく変化している。 

「船舶のバラスト水及び沈殿物の管制及び管理に関する国際条約」は、2004年2月に採択されて

から12年半が経過してからやっと発効条件（30カ国以上の批准・合計商船船腹量35%以上）を充足

し、2017年9月8日より発効した。バラスト水処理装置の搭載期限は最大2024年までとなっている

ほか、旗国・寄港国においてPSCに係る検査等の経験蓄積が実施されているところである。 

船舶燃料油硫黄分規制については、2020年より現行の3.5%から0.5%への規制強化が決定され、

今後産業界は適切に対応していく必要があるほか、取締側も規制不適合燃料の使用等が行われな

いよう、対策を構築する必要がある。 

その他、温室効果ガス排出削減対策、エネルギー効率設計指標等、MEPC及びPPRの場において種々

の審議が実施されている。 

このような状況下、IMOでの審議は今後さらに加速され、かつ、多岐にわたることが容易に予想

され、それに伴い本事業の重要性が増すものと思料される。 
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ｓ 

平成 29 年 7 月 1 0 日 

海事局 海洋・環境政策課 

総合政策局 海洋政策課 

国際海事機関、国際海運の温室効果ガス（GHG）削減戦略の検討本格開始 

～ 国際海事機関第 71 回海洋環境保護委員会の審議結果について ～ 

国際海事機関（IMO）は、第 71 回海洋環境保護委員会（MEPC71）を 7 月 3 日から

7 日まで英国ロンドンで開催し、（１）国際海運における温室効果ガス削減戦略の策定に

向けた審議を本格開始しました。また、（２）現存船へのバラスト水処理設備の設置期限

を条約発効後 7 年以内とすることなどを最終決定しました。 

今次会合の主要な審議事項は以下のとおりです。 

１．国際海運からの温室効果ガス（GHG）削減戦略 

IMOでは、2013年に船舶から排出されるGHG削減対策として、新造船のGHG排出

性能を段階的に強化する規制を他の輸送モードに先だって導入しました。さらに、昨

年10月の第70 回海洋環境保護委員会(MEPC70)では、IMOにおけるGHG排出削減に

向けた今後の取組を定めるGHG削減戦略を2018年のMEPC72で策定すること、その

ための具体的な作業スケジュールを定めたロードマップを決定しました。 

今次会合では、上記ロードマップに従い、IMOにおけるGHG削減戦略の策定に向け

た審議が本格開始され、GHG削減目標や更なるGHG削減対策等を要素とする戦略骨

子が、日本提案をもとに、以下の通り合意されました。 

また、次回のMEPC72における同戦略の承認に向けて今後の作業を加速させるべく、

本年10月及び来春に戦略案を検討し最終化するための会合を２回開催すること及び各

会合で検討する議題が合意されました。 

GHG削減戦略 骨子 

１．序文／導入／背景（排出シナリオを含む） 

２．ビジョン 

３．目標レベル／基本指針 

４．短期・中期・長期における取組のリスト（スケジュールや各国への影響

を含む） 

５．実施に当たっての障壁と支援策（人材育成、技術開発、研究開発） 

６．戦略改定に向けたフォローアップ 

７．戦略の定期的レビュー 
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２．バラスト水処理設備の設置期限 

船舶バラスト水規制管理条約※1の発効（本年9月8日）に伴い、規制対象船舶は、IMO

において定められた設置期限までにバラスト水処理設備を設置する必要が生じます※2。 

今次会合では、当該設置期限について審議が行われ、現存船への設置期限を条約発

効後7年以内（条約発効日から2年後（平成31年9月8日）以降最初の定期検査開始日）

とすることが最終決定されました。 
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水に含まれる生物の排出に伴う環境への被害を防止するため、船舶に対してバラスト水の適

切な管理を求めるものです。 

※２ 規制対象船舶については、条約発効日以降、バラスト水処理設備を設置するまでの間は、

代替措置として洋上でのバラスト水交換を実施する必要があります。また、条約発効日ま

でに検査を受検し、国際水バラスト証書を船舶に備え置く必要があります。 

３．船舶からのSOx排出規制強化における不正防止対策 

2020年から、船舶からの硫黄酸化物（SOX）排出規制が強化されます（船舶燃料油

中の硫黄分濃度の規制値が3.5％以下から0.5％以下へ強化されます）。しかしながら、
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ラ
ス
ト
水
管
理
責
任
者
の
選
任
を
義
務
付
け


船
舶
に
バ
ラ
ス
ト
水
管
理
の
記
録
を
義
務
付
け

１
．
バ
ラ
ス
ト
水
排
出
規
制

３
．
船
舶
検
査
、
証
書
発
給
、
外
国
籍
船
へ
の
立
ち
入
り
検
査
（
P

S
C
）
等

に
よ
る
規
制
の
担
保


バ
ラ
ス
ト
水
管
理
に
つ
い
て
、
船
舶
検
査
、
証
書
発
給
、

P
S

C
等
の
対
象

に
追
加

バ
ラ
ス
ト
水

※
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
生
物
が
、
バ
ラ
ス
ト
水
排
出
と

と
も
に
本
来
の
生
息
地
で
は
な
い
場
所
で
排
出
さ
れ
る
た
め
、

生
態
系
の
破
壊
等
の
環
境
問
題
が
顕
在
化
。

バ
ラ
ス
ト
水
取
水

揚
げ
荷
港

水
生
生
物
等

貨
物

な
し

積
み
荷
港

貨
物

生
態
系

を
破
壊

年
に
国
際
海
事
機
関
に
お
い
て
、

船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
を
採
択
。

バ
ラ
ス
ト
水

国
際
航
海

バ
ラ
ス
ト
水
排
出

２
．
現
存
船
へ
の
バ
ラ
ス
ト
水
処
理
設
備
の
設
置
期
限


条
約
発
効
後

7年
以
内
（
検
査
の
時
期
ま
で
）

世
界
で
の

被
害
例

ム
ラ
サ
キ
イ
ガ
イ
に
よ
る
漁
業
被
害

（
19

70
年
代
～
日
本
・
広
島
湾
等
）

ゼ
ブ
ラ
ガ
イ
に
よ
る
発
電
所
被
害

（
19

89
～

20
00

 米
国
・
五
大
湖
）

■
発
効

平
成

年
月

日


我
が
国
は
、
平
成

年
に
同
条
約
を
締
結
済


「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
の
一
部
改
正

（
平
成

年
に
公
布
済
み
）
が
、
条
約
発
効
日
（
平
成

年
月

日
）
か
ら

施
行

■
参
考
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燃
料
油
中
硫
黄
分
濃
度
規
制
に
お
け
る
不
正
防
止
対
策
に
係
る
検
討


20

20
年
よ
り
開
始
さ
れ
る

S
O

x
0.

5%
 G

lo
ba

l C
ap
に
お
い
て
、
基
準
に
適
合
し
な
い
安
価
な
高
硫
黄
燃
料
油
を
使
用
或
い

は
流
通
さ
せ
る
な
ど
の
不
正
行
為
が
横
行
す
れ
ば
、
公
正
な
国
際
競
争
が
求
め
ら
れ
る
外
航
海
運
に
お
い
て
、
適
正
に
ル
ー

ル
を
守
る
事
業
者
と
の
間
で
不
当
に
競
争
条
件
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
非
適
合
燃
料
の
使
用
や
流
通
等
に
お
け
る
不
正

の
国
際
的
な
防
止
対
策
の
強
化
や
規
制
適
合
油
の
国
際
規
格
化
が
必
要
。


20

17
年

7月
の
第

71
回
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
（
M

E
P

C
71
）
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
不
正
行
為
の
防
止
対
策
に
つ
い
て
、
汚
染

防
止
・
対
応
小
委
員
会
（
P

P
R
）
の
新
規
議
題
や
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
合
意
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
際
標
準
化
機
構
（
ＩＳ
Ｏ
）
に
、

規
制
適
合
油
の
国
際
規
格
化
を
要
請
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

（
参
考
）
M

E
P

C
71
に
お
い
て
は
、
米
国
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
舶
用
燃
料
油
に
関
す
る
検
討
グ
ル
ー
プ
（
C

G
）
レ
ポ
ー
ト
を
提
示
。
同
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
は
、
舶
用
燃

料
油
品
質
確
保
に
関
し
、

(1
) 船

社
が
舶
用
燃
料
品
質
を
確
保
す
る
た
め
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
案
、
及
び

(2
) 各

国
政
府
が
燃
料
供
給
事
業
者
等
を
適
正
に

管
理
す
る
た
め
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
案
。

(1
)は

M
E

P
C

72
で
引
き
続
き
審
議
、

(2
)は

C
G
で
の
検
討
を
経
て

M
E

P
C

73
で
審
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

20
17
年

7月
第

71
回
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
（
M

E
P

C
71
）

第
5回

汚
染
防
止
・
対
応
小
委
員
会
（
P

P
R

5）

第
6回

汚
染
防
止
・
対
応
小
委
員
会
（
P

P
R

6）

第
74
回
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
（
M

E
P

C
74
）

20
18
年

2月

20
19
年

2月

20
19
年
夏

•
対
策
案
の
策
定

•
対
策
案
の
承
認

•
P

P
R
新
規
議
題
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
審
議

•
IS

O
へ
の
規
制
適
合
油
国
際
規
格
化
の
要
請

•
審
議
開
始

【
日
本
の
対
応
の
検
討
】

（
海
運
業
界
と
の
「
燃
料
油
環
境
規
制
対
応
方
策
検
討
会
議
」
も
活
用
）

想
定
さ
れ
る
不
正
行
為
の
整
理

【
想
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

※
海
運
業
界
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
日
本
提
案
と
し
て

取
り
ま
と
め
の
上
、

20
17
年

11
月
上
旬
ま
で
に

IM
O
に
提
出
。

•
供
給
側
の
不
正
に
よ
り
船
社
は
意
図
せ
ず
違
反

燃
料
を
購
入
し
使
用
。

•
入
港
国
検
査
（
P

S
C
）
に
備
え
て
入
港
直
前
に
使

用
燃
料
を
違
反
燃
料
か
ら
適
合
燃
料
へ
切
替
え

た
り
、
ス
ク
ラ
バ
ー
を
稼
働
さ
せ
る
。

•
燃
料
油
サ
ン
プ
リ
ン
グ
・
燃
料
油
供
給
証
明
書

（
B

D
N
）
の
確
認
強
化

•
ス
ク
ラ
バ
ー
稼
働
記
録
の
確
認
強
化

•
違
反
燃
料
供
給
者
に
関
す
る
情
報
共
有

等

対
応
案
の
検
討

提
案

例
）

例
）

P
P

R
中
間
会
合

•
対
策
案
を
審
議

20
18
年
後
半
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検
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審
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第
回
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
（

）
の
審
議
概
要
（
そ
の
他
）


船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
の
発
効
（

年
月

日
）後

の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
取
組

•
条
約
発
効
後
当
分
の
間
は
、
船
舶
が
処
理
設
備
を
正
し
く
稼
働
し
て
い
た
場
合
に
、
排
出
さ
れ
た
バ
ラ
ス
ト
水
が
基
準
を
超
過
し
て
い
た

場
合
は

で
拘
留
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
際
の
バ
ラ
ス
ト
水
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、
寄
港
国
と
協
議
の
上
、
バ
ラ
ス
ト

水
排
出
を
許
可
す
る
と
い
う
処
理
方
法
が
、
我
が
国
提
案
を
基
に
合
意
さ
れ
た
。

•
バ
ラ
ス
ト
水
処
理
設
備
設
置
ま
で
の
義
務
で
あ
る
バ
ラ
ス
ト
水
交
換
の
実
施
に
つ
い
て
、
条
約
で
定
め
ら
れ
た
交
換
海
域
（陸

地
よ
り

海
里
以
遠
、
水
深

メ
ー
ト
ル
以
上
）
が
航
路
上
に
無
い
場
合
の
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
そ
う
い
っ
た
場
合
に
は
航
路
を

逸
脱
し
て
バ
ラ
ス
ト
交
換
が
実
施
可
能
な
海
域
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
バ
ラ
ス
ト
水
排
出
を
許
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。


新
造
船
に
対
す
る
設
計
燃
費
規
制
（

）
の
段
階
的
強
化

•
規
制
に
つ
い
て
は
，

年
か
ら
開
始
さ
れ
，
段
階
的
に
強
化
さ
れ
る
一
方
、

年
以
降
の
規
制
に
関
し
て
は
、
技
術
開
発
状
況

を
レ
ビ
ュ
ー
し
，
要
す
れ
ば

規
制
内
容
を
見
直
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（

年
規
制
は
レ
ビ
ュ
ー
終
了
済
）。
今
次
会
合
で
は
、
我
が

国
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
す
る
通
信
部
会

を
設
置
し
、

年
以
降
の
規
制
（

年
規
制
よ
り

削
減
）の

レ
ビ
ュ
ー
を
開
始
す
る

こ
と
に
合
意
し
た
。


最
低
出
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

•
荒
天
下
に
お
い
て
機
関
出
力
が
不
足
す
る
と
座
礁
等
の
危
険
が
あ
る
た
め
、
船
舶
に
最
低
限
必
要
な
機
関
出
力
を
要
求
す
る
暫
定
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
我
が
国
と
欧
州
が
共
同
で
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。
今
次
会
合
で
は
、

の
年
規
制
以
降
に
適
用
す
る
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
暫
定

的
な
措
置
と
し
て
現
行
暫
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

年
以
降
に
も
適
用
延
長
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。


燃
料
消
費
実
績
報
告
制
度
の
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
採
択

•
燃
料
消
費
実
績
報
告
制
度
の
実
施
に
向
け
、
主
管
庁
に
よ
る
デ
ー
タ
検
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び

に
設
置
さ
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
管

理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
我
が
国
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
を
務
め
た
メ
ー
ル
作
業
部
会
（

）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
案
を
基
に
審
議
が
行
わ

れ
、
採
択
さ
れ
た
。
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出
を
許
可
す
る
と
い
う
処
理
方
法
が
、
我
が
国
提
案
を
基
に
合
意
さ
れ
た
。

•
バ
ラ
ス
ト
水
処
理
設
備
設
置
ま
で
の
義
務
で
あ
る
バ
ラ
ス
ト
水
交
換
の
実
施
に
つ
い
て
、
条
約
で
定
め
ら
れ
た
交
換
海
域
（陸

地
よ
り

海
里
以
遠
、
水
深

メ
ー
ト
ル
以
上
）
が
航
路
上
に
無
い
場
合
の
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
そ
う
い
っ
た
場
合
に
は
航
路
を

逸
脱
し
て
バ
ラ
ス
ト
交
換
が
実
施
可
能
な
海
域
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
バ
ラ
ス
ト
水
排
出
を
許
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。


新
造
船
に
対
す
る
設
計
燃
費
規
制
（

）
の
段
階
的
強
化

•
規
制
に
つ
い
て
は
，

年
か
ら
開
始
さ
れ
，
段
階
的
に
強
化
さ
れ
る
一
方
、

年
以
降
の
規
制
に
関
し
て
は
、
技
術
開
発
状
況

を
レ
ビ
ュ
ー
し
，
要
す
れ
ば

規
制
内
容
を
見
直
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（

年
規
制
は
レ
ビ
ュ
ー
終
了
済
）。
今
次
会
合
で
は
、
我
が

国
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
す
る
通
信
部
会

を
設
置
し
、

年
以
降
の
規
制
（

年
規
制
よ
り

削
減
）の

レ
ビ
ュ
ー
を
開
始
す
る

こ
と
に
合
意
し
た
。


最
低
出
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

•
荒
天
下
に
お
い
て
機
関
出
力
が
不
足
す
る
と
座
礁
等
の
危
険
が
あ
る
た
め
、
船
舶
に
最
低
限
必
要
な
機
関
出
力
を
要
求
す
る
暫
定
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
我
が
国
と
欧
州
が
共
同
で
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。
今
次
会
合
で
は
、

の
年
規
制
以
降
に
適
用
す
る
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
暫
定

的
な
措
置
と
し
て
現
行
暫
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

年
以
降
に
も
適
用
延
長
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。


燃
料
消
費
実
績
報
告
制
度
の
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
採
択

•
燃
料
消
費
実
績
報
告
制
度
の
実
施
に
向
け
、
主
管
庁
に
よ
る
デ
ー
タ
検
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び

に
設
置
さ
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
管

理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
我
が
国
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
を
務
め
た
メ
ー
ル
作
業
部
会
（

）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
案
を
基
に
審
議
が
行
わ

れ
、
採
択
さ
れ
た
。
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